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木の街並み創出事業のご案内

外壁、外構に木材を用いることで、大消費地である東京において、木の良さや木を使うことの大切さを

継続的に普及ＰＲし、多摩産材をはじめとする国産木材の利用拡大を図るとともに森林整備の促進につ

なげていきます。

軽く遮蔽性に優れた木材の特性を生かしてブロック塀を木塀に改築するなど、建築物の外壁や外構に広

く木材の利用を進めていきます。

お問合せは

東京都産業労働局農林水産部森林課 ０３－５３２０－４８５５

東京都農林水産振興財団森の事業課 ０４２－５２８－０６４１

○事業概要 外壁、外構に多摩産材をはじめとした国産木材を使用した場合、設置費を補助します。

○対象施設 木材利用のＰＲ効果が期待できる民間建築物（オフィスビル、商業施設等が対象）

○対 象 物 建築物の外壁、外構（木塀、門扉、パーゴラ、ベンチ、デッキ等）

都民の目に触れる箇所が対象となります。

○補助内容 補助対象物への国産木材の使用（多摩産材を３割以上使用すること）

補助率１／２ 補助金額の上限３千万円／施設（下限５百万円）

○事業期間 平成31年度～令和5年度

・

【活用事例（イメージ）】

外壁板塀 デッキ


